
　

　

　

 

　

＜ ①市町村の窓口（北区：保健所）に受付・申請＞ 
 各種障害者手帳を持参。障害程度区分についての認定を受けます。

＜ ②障害程度区分の決定＞ 
 障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す６段階の区分です。 

 (区分１～６：区分６の方が必要度が高い） 

 障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目（７９項目）に 

 調理や買い物ができるかどうかなどのＩＡＤＬに関する項目（７項目）、 

 多動やこだわりなど行動障害に関する項目（９項目）、話がまとまらないなど精神面に関する 

 項目（１１項目）の計２７項目を加えた１０６項目の調査を行い、市町村の審査会で 

 総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。 

＜ ③支給決定＞ 
 「指定特定相談支援事業者」が作成した「サービス等利用計画案」を市町村に提出します。 

 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。

＜ ④サービス担当者会議 ＞ 
 担当の「指定特定相談支援事業者」と利用する「サービス事業者」と利用者及び 

 介護者との利用前の会議。 

＜ ⑤サービス提供事業者に提示が必要なもの ＞ 
 各種「障害者手帳」（身体、精神、愛護、等） 
 「障害者福祉サービス受給者証（Ⅰ）」 ←支給決定内容 

 「障害者福祉サービス受給者証（Ⅱ）」 ←利用者負担に関する事項 

                         （負担割合、負担上限額、食事提供   体制加算の該当有無） 

 「障害福祉サービス（事業者記入欄別冊） 受給者証 名古屋市」←青色の小さい冊子 

  

 ＊受給者証は、（Ⅰ）は３年毎（Ⅱ）は１年毎に更新。随時提出下さい。 

【 障害者サービス利用料 】 
 月ごとの利用者負担には上限があります。 
 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて４区分の負担額月額が設定され、 
 ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 
 
 
 区分        世帯の収入状況                       負担上限月額 
 生活保護    生活保護受給世帯                            ０円 
 低所得      市町村民税非課税世帯                       ０円 
 一般 １     市町村民税課税世帯(所得割１６万円未満）      ９，３００円  
 一般 ２       上記以外                                                       ３７，２００円  



【 相談窓口 】 
名古屋市北区役所 
北区清水四丁目17-1 
福祉課（身体・知的障害）  052-917-6517 
保健所（精神障害）      052-917-6541 
 
【 身体・知的障害者 】 
 北区障害者地域生活支援センター 052-910-3133 
 （社福）共生福祉会  北区田幡一丁目１１番３１号 
 
【 精神障害者 】 
 北・西障害者地域生活支援センター 052-910-8077 
 北医療生活共同組合  北区上飯田南町二丁目14-1 


